
広
島
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
及
び
広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
十
号

広
島
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
及
び
広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

（
広
島
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

広
島
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

に
、
「平

成
 

年
 

月
 

日

」
を
「

年
 

月
 

日

」
に
、
「自

 
平
成
 

年
 

月
 

日
 

至
 

平
成
 

年
 

月
 

日

」
を
「自

 
年
 

月
 

日
 

至
 

年
 

月
 

日

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「平

成
 

年
 

月
 

日

」
を
「

年
 

月
 

日
」
に
改
め

る
。

（

広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
規
則
の
一
部
改
正）

 

第
二
条

広
島
県
立
農
業
技
術
大
学
校
規
則
（
昭
和
六
十
年
広
島
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
出
願
手
続
）

第
八
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
無
帽
正
面
向
き
で

上
半
身
を
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の
も
の
）

四

（
略
）

（
出
願
手
続
）

第
八
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

写
真
（
出
願
前
三
月
以
内
に
無
帽
正
面
向
き
で

上
半
身
を
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の
も
の
）

四

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「

3cm 

「

3cm 

3.5cm 

写真はりつけ

を

4cm 

写真はりつけ

」

」


